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ＩＴ利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン
（平成２５年１２月２０日ＩＴ総合戦略本部決定） （抄）

項目名 不動産取引における重要事項説明に際しての対面原則の見直し

制度の現状
不動産取引の契約に際して宅地建物取引主任者が行う重要事項説明は、対面で行うこととされており、イン

ターネットを通じて行うことは認められていない。また、契約の際に交付が義務付けられている書面の電磁的方
法による交付も認められていない。

対処方針

国土交通省は、インターネット等を利用した、対面以外の方法による重要事項説明について、具体的な手法や
課題への対応策に関する検討に着手し、平成２６年６月に中間とりまとめを行い、平成２６年中に結論を得て、
必要な方策を講じる。

また、契約に際して交付する書面の電磁的方法による交付の可能性についても検討を行い、平成２６年中に
結論を得る。

世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成２５年６月１４日閣議決定） （抄）

アナログ社会を前提とした制度からデジタル社会を前提とした制度へと見直すべく、対面・書面交付が前提とさ
れているサービスや手続きを含めて、ＩＴ利活用の裾野拡大の観点から、関連制度の精査・検討を行い、「ＩＴ利活
用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」を策定する。

ＩＴ総合戦略本部新戦略推進専門調査会 規制制度改革分科会（平成２５年１０月～）

ＩＴ総合戦略本部新戦略推進専門調査会の下に規制制度改革分科会が設けられ、アクションプランの策定に向
けた議論・検討が開始された。
第２回分科会（平成２５年１１月）では、不動産取引における重要事項説明に際しての対面原則の見直し等につ

いて、国土交通省及び当該見直しを提案した新経済連盟からのヒアリングも行われた。
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宅地建物取引業法の概要

宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、必要な規制を行うことにより、業務の適正な運営と宅
地建物取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護
と宅地及び建物の流通の円滑化を図ること

宅地建物取引業：宅地又は建物の売買・交換
宅地又は建物の売買・交換・貸借の代理・媒介 を業として行うもの
※宅地：①建物の敷地、②都市計画法上の用途地域内の土地（道路、公園、河川などを除く）

○免許制度：
１の都道府県のみに事務所 ⇒ 都道府県知事免許
２以上の都道府県に事務所 ⇒ 国土交通大臣免許

○業務規制：
・営業保証金の供託
・媒介契約成立後の書面交付（第34条の2）
・契約締結前における取引の相手方等への重要事項

の説明及び重要事項説明書の交付（第35条）、
契約成立後の書面交付（第37条）

・瑕疵担保責任に係る特約制限、ｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ 等

○監督規定：
・指導、助言、勧告
・指示、業務停止、免許取消処分

【業者数】
国土交通大臣：2,197業者
都道府県知事：119,929業者

(平成26年3月末現在)

○取引主任者制度：
・宅地建物取引主任者資格試験の実施
・事務所への専任の取引主任者の設置
・取引主任者による重要事項説明、

重要事項説明書への記名押印
・契約成立後の交付書面への記名押印

法律の目的

法律の内容

＊知事免許業者に対する法令の解釈・運用は自治事務

＊重要事項説明や契約成立後の書面交付などの一部の業務規制の企画
・立案及び監督処分の実施は、国土交通省及び消費者庁が共管 2



現行制度の成り立ち

○不動産開発の進展による都市郊外の宅地分譲が盛んになる一方、不動産取引の知識に乏しい消費者に対し

て、誇大広告や契約後の契約条件の変更など、不当な勧誘や取引を行う宅地建物取引業者が増加

○宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が複雑で、目的物の価格も高額であることから、契約成立後、契

約内容や取引条件に関して契約当事者間の認識の相違が顕在化し、紛争が多発

＜昭和４２年 宅地建物取引業法改正＞

契約の勧誘段階から契約締結に至るまでの取引過程における取引の公正を確保し、消費者の利益の保

護を図るため、誇大広告の禁止、手付貸与の禁止、取引様態の明示、重要事項の説明義務、契約成立後

における契約内容を記載した書面の交付義務などの業務規制の強化を行った。

＜昭和４６年 宅地建物取引業法改正＞

取引主任者の職務を明確化し、また、適切に重要事項説明が行われたことを担保し、消費者利益の一

層の保護を図るため、取引主任者による重要事項の説明義務、重要事項説明書への記名押印義務を新設。

＜昭和５５年 宅地建物取引業法改正＞

取引主任者へのなりすまし、名義貸しを防止するため、重要事項の説明の相手方等に対する取引主任

者証の提示義務を新設。

また、口頭によることが多かった取引の媒介依頼について、媒介契約の存否や内容をめぐる紛争が多

発していたことから、あわせて、媒介契約成立後における契約内容を記載した書面の交付義務を追加。

＜昭和３２年 宅地建物取引業法改正＞

宅地建物取引の専門的知識を有する者に宅

建業者の業務を司らせることを目的として、

取引主任者制度を創設（資格試験の実施、事

務所への専任の取引主任者の設置義務）

※取引主任者の職務は明確に規定されず

不動産業界における紛争等を背景に
法改正
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重要事項説明に係る制度の概要

宅地建物の取引は、動産の取引と比べて権利関係や取引条件が極めて複雑であり、それらを十分に調査、

確認しないで契約を締結すると、当初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らなかったこと

による不測の損害を被ることとなる。そのような紛争が生ずるおそれを防止し、購入者等が十分理解して

契約を締結する機会を与えるため、専門的な知識、経験、調査能力を持つ宅地建物取引業者に説明義務を

課しているものである。

・宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者をして、

取引に係る重要事項(※) について、書面を交付して説明させなければならない。(第35条第1項)

・説明にあたっては、取引主任者は、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。

(第35条第4項)

・重要事項を記した書面の交付にあたっては、取引主任者の記名押印が必要となる。(第35条第5項)

(※)取引物件に関する私法上又は公法上の権利関係、都市施設の整備状況、取引条件など最小限説明

すべき事項が法律上規定されている。

・重要事項説明については、取引主任者が対面で取引の相手方に説明を行うことが想定されており、

これまでに、対面を前提とした取引主任者証の掲示方法（胸に着用等）や現場での重要事項説明の推奨

に係る通達等を発出している。

・重要事項説明書については、法文上「書面」の交付が必要とされており、電子メールなどの電磁的方法

による交付は認められていない。

制度の趣旨

法律の規定

制度の解釈・運用
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取引主任者制度の概要

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の事務所等に一定数の専任の宅地建物取引主任者の設置を義務付

け、取引主任者に重要事項説明等の重要な職務を担当させることで、業務の運営の適正化と取引の公正の確

保を図っている。

宅建業者は、

・事務所にあっては業務従事者５人に１人以上

・案内所等にあっては１人以上

の専任の取引主任者を置かなければならない。

■ 重要事項の説明及び重要事項説明書への記名押印

（法第35条）

■ 契約成立後に交付する書面への記名押印

（法第37条）

○ 宅地建物取引業法は、宅地建物取引主任者に重要事項説明等の重要な職務を担当させることで、
業務の運営の適正化と取引の公正の確保を図っている。

☆取引主任者証保有者（平成26年3月末現在）
482,969人

うち宅建業に従事している者
289,720人

☆宅地建物取引主任者資格試験（平成26年度）
受験者数 192,029人
合格者数 33,670人
（合格率 17.5％）

趣 旨

○ 事務所ごとに１人以上の専任の取引主任者の設置

昭和５５年改正
○ 事務所ごとに一定数以上の専任の取引主任者を設置

（従業者１０人に１人以上）

○ 事務所ごとに置く専任の取引主任者の割合の引上げ
（５人に１人以上、案内所等は１人以上）

昭和３２年改正

昭和６３年改正

１．専任の取引主任者の設置

２．取引主任者の業務

＜参考＞

３．取引主任者制度の変遷

【取引主任者証（見本）】
※重要事項説明の相手方に提示（第35条第4項）

（原寸大）
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売買契約と賃貸借契約における主な重説事項

貸借（建物）契約の場合売買（土地付建物）契約の場合

【取引物件関係】
○登記された権利の種類、内容等
○飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況
★法令に基づく制限の概要（計3法令）
★台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況

【取引条件関係】
○借賃以外に授受される金額及びその目的
○契約の解除に関する事項
○損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
★契約期間及び契約の更新に関する事項
★用途その他の利用の制限に関する事項
★敷金等、契約終了時において精算することとされて

いる金銭の精算に関する事項
★管理が委託されているときは、委託先の住所・氏名

【区分所有建物の場合】
○専有部分の用途の制限に関する規約の定めがあればその内容

【取引物件関係】
○登記された権利の種類、内容等
○飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況
★法令に基づく制限の概要（計55法令）

…都市計画法（都市計画区域における区域区分等）、
建築基準法（用途地域の別、建蔽率・容積率の制限等）等

★私道に関する負担
★当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定

する住宅性能評価を受けた新築住宅である時はその旨

【取引条件関係】
○代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
○契約の解除に関する事項
○損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
★手付金等の保全措置の概要
★ローンのあっせんの内容と不成立の時の措置
★瑕疵担保責任について、保証保険契約の締結その他の

措置の有無及び概要

【区分所有建物の場合】
○専有部分の用途の制限に関する規約の定めがあればその内容
★共有部分に関する規約の定めがあればその内容
★修繕積立金に関する規約の定めがあればその内容
★維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容

１時間30分～３時間程度 30分～１時間程度所要時間の目安(※)

○：売買（土地付建物）及び貸借（建物）共通の項目
★：売買（土地付建物）又は貸借（建物）いずれか一方のみの項目

6(※) 不動産関係団体への聞き取りによる。



契約書面の交付に係る制度の概要

宅地建物の取引に関する契約は動産の取引と比べて契約内容や権利関係が極めて複雑であり、不明確な状態

で契約を締結すると、後日になって当事者間に契約内容をめぐって紛争が生ずる恐れが大きい。そのため、

成立した契約内容を明確に書面に記載して、契約当事者相互に十分認識させ、紛争を防止するために宅建業

者に書面の交付義務を課しているものである。

【媒介契約書面】

宅建業者は、売買又は交換の媒介契約を締結したときは、当該媒介の依頼者に対し、希望する取引価額、媒介

報酬など契約書の内容のうち主要な事項を記載した書面を遅滞なく交付しなければならない。(第34条の2第1項)

制度の趣旨

法律の規定

制度の解釈・運用

【媒介契約書面】

媒介契約書の交付をもって媒介契約書面の交付とすることが認められており、当該契約書のひな型として、

標準媒介契約約款（告示）を定めているところ。

【37条書面】

売買等の契約書の交付をもって37条書面の交付とすることが認められており、また、一般的には、取引主任

者が契約当事者に対面して交付していることが多い。

【共通事項】

法文上「書面」の交付が必要とされており、電子メールなどの電磁的方法による交付は認められていない。

【37条書面】
・宅建業者は、売買、交換又は貸借の契約が成立したときは、取引の当事者に対し、代金又は借賃の額、その支

払方法など契約書の内容のうち主要な事項を記載した書面（37条書面）を遅滞なく交付しなければならない。
(第37条第1項、第2項)

・宅建業者は、この書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(第37条第3項)
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